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令和５年 第８回 定例教育委員会 会議録 

招集日時 令和５年８月２２日  午後６時３０分 

開会日時 令和５年８月２２日  午後６時３０分 

閉会日時 令和５年８月２２日  午後７時４５分 

開催場所 ふじみ野市役所 第２庁舎３階 Ｂ３０１会議室 

教 育 長  朝 倉   孝 

委 

員 

出 

席 

状 

況 

席番 氏  名 出席別 説明のため出席した者 

１ 冨田信太郎 出席 教 育 部 長 山中 昇 主幹兼上福岡西公民館長 内田 徳子 

２ 茂井万里絵 出席 教育総務課長 内田 和明 主幹兼上福岡歴史民俗資料館長  高崎 直成 

３ 西山 幸吉 出席 学校教育課長 石川 聖徳 主幹兼あおぞら学校給食センター所長 大髙 修一 

４ 𠮷野  榮 出席 学校給食課長 山﨑 純  

 社会教育課長 永倉 秀雄  

書  記 教育総務課係長 田島 輝 傍聴人数 ０人 

会 議 概 要 

議  事  等 

第２１号議案 ふじみ野市立図書館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

（可決） 

第２２号議案 ふじみ野市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則（可決） 

第２３号議案 ふじみ野市立図書館資料収集要綱の一部を改正する訓令（可決） 

第２４号議案 ふじみ野市教職員人事について（可決） 

第２５号議案 ふじみ野市立小・中学校学区審議会委員を委嘱することについて（可決） 

第２６号議案 ふじみ野市立小・中学校通学区域（ふじみ野市上福岡一丁目８番８号外）

の編成の諮問について（可決） 

報告事項   専決処理に関する報告について（令和５年度ふじみ野市一般会計補正予算

（第４号）について）（承認） 

報告事項   専決処理に関する報告について（ふじみ野市立上福岡図書館大規模改修工

事請負契約の締結について）（承認） 

報告事項   専決処理に関する報告について（ふじみ野市立鶴ヶ丘小学校校舎大規模改

造工事請負変更契約の締結について）（承認） 

報告事項   専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）（承認） 
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報告事項   第１回ふじみ野市教育振興計画策定委員会の会議概要について（承認） 

報告事項   公共施設の安全点検結果について（承認） 

報告事項   なの花学校給食センター整備運営事業モニタリング結果の公表について

（承認） 

(１８時３０分) 〇開会の宣告 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

各委員 

教育長 

ただ今から、令和５年第８回定例教育委員会会議を開催いたします。 

 

〇会議録の承認 

まず始めに、第７回定例会及び第１回臨時会の会議録の承認について

です。まず、第７回定例会の会議録について、事前に委員の皆様にお配

りしておりますが、何か確認事項等はございますか。 

（確認事項なし） 

 特にないようですので、この内容で承認してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、第７回定例会の会議録につきましては、この内容で承認と

いたします。 

次に第１回臨時会の会議録について、何か確認事項等はございます

か。 

（確認事項なし） 

特にないようですので、この内容で承認してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、第１回臨時会の会議録につきましても、この内容で承認と

いたします。後ほど、委員の皆様の御署名をお願いいたします。 

 

〇教育長からの報告 

次に、報告をさせていただきます。 

（教育長からの報告） 

以上、何点か報告させていただきましたが、確認事項等はございます

でしょうか。 

（確認事項なし） 

それでは議事に入ります。本会議に提案させていただいた議事の件数
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教育長 

教育部長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

は、議案６件、報告事項７件です。 

 

〇提案理由の説明 

それでは、教育部長から議案６件の提案理由の説明をお願いします。 

（提案理由の説明） 

 

〇審議順序の変更及び非公開の確認 

議案等の審議に入る前に、委員の皆様に審議を円滑に進めるため、お

諮りしたいことが２点ございます。 

１点目ですが、件数番号２第２２号議案「ふじみ野市立図書館条例施

行規則の一部を改正する規則」及び件数番号３第２３号議案「ふじみ野

市立図書館資料収集要綱の一部を改正する訓令」は、関連した内容であ

るため一括して順に御説明させていただき、一括して質問を受け、１件

ごとに採決いただきたいと思います。 

２点目ですが、件数番号４第２４号議案「ふじみ野市教職員人事につ

いて」は、人事案件のため、非公開とし最後にご審議いただきたいと思

います。 

以上、２点ですが、よろしいでしょうか。 

 （委員：了承） 

それでは、そのように決定いたします。 

 

〇第２１号議案（件数番号１） 

それでは、件数番号１第２１号議案「ふじみ野市立図書館条例の一部

を改正する条例の施行期日を定める規則」の説明を社会教育課長よりお

願いします。 

第２１号議案「ふじみ野市立図書館条例の一部を改正する条例の施行

期日を定める規則」について御説明いたします。 

議案を２枚めくっていただき、新旧対照表をご覧ください。 

当初、大井図書館は令和５年１０月１日にふじみ野ステラ・ウェスト

へ移転することになっておりましたが、１１月４日オープンが正式決定

されたため、新たな大井図書館に設置いたします予約受取コーナーの利
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教育長 

 

各委員 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用開始日と貸出諸室から会議室及び研修室を除くことに関する施行期日

を１１月４日に改正するものです。 

説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

この案件について、委員の皆様から御質問がございましたらお願いし

ます。 

（なし） 

御質問がないようですのでお諮りいたします。第２１号議案につい

て、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

賛成総員と認め、第２１号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第２２、２３号議案（件数番号２、３） 

次に、冒頭でお諮りしましたとおり、件数番号２第２２号議案「ふじ

み野市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則」及び件数番号３第

２３号議案「ふじみ野市立図書館資料収集要綱の一部を改正する訓令」

を、一括して御説明させていただきます。 

では、社会教育課長から説明をお願いします。  

第２２号議案「ふじみ野市立図書館条例施行規則の一部を改正する規

則」及び第２３号議案「ふじみ野市立図書館資料収集要綱の一部を改正

する訓令」につきましては関連する内容となりますので、一括して御説

明いたします。 

第２２号議案は３枚、第２３号議案は２枚めくっていただきまして、

新旧対照表をご覧ください。 

令和５年１０月２日から図書館で電子書籍を導入します。利用者には

インターネット環境さえあれば、２４時間いつでも、どこにいても、予

約・貸出・返却ができるサービスを開始いたします。 

加えて、電子書籍には、読み上げ機能や文字拡大機能があることか

ら、読書困難者や高齢者も読書に親しめるようになり、人生が豊かにな

ることが期待できます。 

また、図書館にとっても電子書籍を導入することによって、図書の配

架スペースが不要となることや、貸出し時の汚損や破損等がなくなるこ
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教育長 

 

𠮷野委員 

 

社会教育課長 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

各委員 

教育長 

 

と、貸出、返却、督促業務が不要となることなど様々なメリットがあり

ます。 

電子書籍を利用することが出来る方は、市内在住・在学・在勤の個人

で３点以内、他の資料と同様に２週間以内の貸出しとします。団体利用

は出来ません。 

令和５年度は、無料コンテンツを含め約１０,０００冊を所蔵する予

定としております。なお、今後も電子書籍を導入いたしましても紙ベー

スでの書籍購入費用を大幅に減額することがないよう予算確保していく

予定です。図書館に電子書籍を導入するにあたり、必要な規則及び要綱

の一部を改正するものです。 

説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

この案件について、委員の皆様から御質問がございましたらお願いし

ます。 

電子書籍の購入予定が１０,０００冊ということですが、電子書籍を

貸し出す場合３点以内とあるのですが、この根拠はありますか。 

電子書籍につきましては全国１，７８８団体中、今現在２７２団体が

導入しておりまして、県内でも６４団体中２０団体が導入しておりま

す。それらの導入状況を見ましても、やはり３点以内のものが大半でご

ざいますので、同様の取り扱いをさせていただきました。 

ほかに御質問はございますか。 

（なし） 

御質問がないようですので、お諮りいたします。 

まず、第２２号議案について、原案のとおり決定してよろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

賛成総員と認め、第２２号議案は、原案のとおり決定いたします。 

次に、第２３号議案について、原案のとおり決定してよろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

賛成総員と認め、第２３号議案は、原案のとおり決定いたします。 
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教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

〇第２５号議案（件数番号５） 

次に、件数番号５第２５号議案「ふじみ野市立小・中学校学区審議会

委員を委嘱することについて」を、学校教育課長から説明をお願いしま

す。 

ふじみ野市立小・中学校の通学区域の編成について、学区審議会で審

議いただくため、学区審議会委員を委嘱したいので、ふじみ野市教育委

員会教育長に対する事務委任規則第２条第１項第１１号の規定に基づき

提出するものです。 

今回の審議会への諮問内容は現在、上野台小学校及び葦原中学校の通

学区域となっている上福岡一丁目の一部地域の編成についてです。 

そのため、ふじみ野市立小・中学校学区審議会条例第２条第１項第１

号委員（児童及び生徒の保護者）として、関連する小中学校のＰＴＡよ

り３名、第２号委員（市内小・中学校長代表）として、関連する小中学

校長より２名、第３号委員（地域の代表）として上福岡一丁目及び隣接

している北野町内会の代表が２名、第４号委員（学識経験者）として、

文京学院大学特任教授の大津様にお願いし、学区審議会条例第２条の２

０人の範囲内の合計８名で組織したいと考えております。 

御審議の程、よろしくお願いいたします。 

この案件について、委員の皆様から御質問がございましたらお願いし

ます。 

（なし） 

御質問がないようですので、お諮りいたします。 

第２５号議案について、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

賛成総員と認め、第２５号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第２６号議案（件数番号６） 

次に、件数番号６第２６号議案「ふじみ野市立小・中学校通学区域

（ふじみ野市上福岡一丁目８番８号外）の編成の諮問について」を、学

校教育課長から説明をお願いします。 

学校規模の観点から検討課題となっております上野台小学校及び葦原
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教育長 

 

各委員 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

中学校の通学区域について、ふじみ野市立小・中学校学区審議会に諮問

したいので、ふじみ野市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条

第１項第１２号の規定に基づき、提出するものです。 

現在、大規模校である上野台小学校の通学区域については、引き続き

学校規模の観点から検討課題となっております。 

当該区域で現在住居以外の大規模な土地である西友敷地外の通学区域

については、一旦、上野台小学校及び葦原中学校の通学区域から外し、

将来的に住居等の開発が見込まれる時点で、学校の適正規模や通学距離

及び登下校の安全、将来的な人口推計、地域の方々の意見などを考慮し

通学区域を設定する必要があると考えております。 

今回は、当該住所地を上野台小学校及び葦原中学校の通学区域から外

す諮問案となっておりますが、学区審議会において、地域の方々の意見

集約など多方面からの慎重な審議を経た上で、答申をお願いするもので

す。 

御審議の程、よろしくお願いいたします。 

この案件について、委員の皆様から御質問がございましたらお願いし

ます。 

（なし） 

御質問がないようですので、お諮りいたします。 

第２６号議案について、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

賛成総員と認め、第２６号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇報告事項（件数番号７） 

次に、報告事項に移ります。件数番号７、報告事項「専決処理に関す

る報告について（令和５年度ふじみ野市一般会計補正予算（第４号）に

ついて）」を、教育総務課長から報告をお願いします。 

件数番号７「令和５年度ふじみ野市一般会計補正予算（第４号）」に

ついて、議会の議決を経るべき議案として決定するため、専決処理しま

したのでご報告いたします。また、併せてその概要を御説明いたしま

す。 
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１頁めくっていただき、資料を御覧ください。資料は、歳入、歳出の

順に所管課ごとにまとめており、金額の増減が大きなものを説明しま

す。 

歳入については、学校教育課で２件ございます。 

教育事務負担金１,１８３千円の増額補正です。後程、教育総務課の

歳出予算でご説明しますが、大井西中学校防球ネット改修工事を実施し

ます。大井西中学校では、川越市在住の生徒を受け入れしているため、

校舎の工事などに係る費用などは、その人数に応じた負担を川越市から

いただいており、その分の増額補正になります。 

次に教育費委託金、教育支援事業への３８０千円は、１０/１０の補

助になりますので、学校教育課の歳出の方でご説明いたします。 

続いて、２頁の歳出、教育総務課になります。 

小学校管理事業の１８,６７３千円ですが、いくつかの事業の累計と

なっております。 

まず、西小学校前の道路拡幅付帯フェンス改修工事３,３００千円の

増額となります。内容としては、西小学校の北側道路につきまして、歩

行者の安全確保のため歩道拡幅の計画を受けて、駐車場用地を１ｍ程度

後退し歩道として提供するため、フェンスの移設を行う費用になりま

す。 

続いて、西原小学校外装改修工事の１４,３５５千円の増額になりま

す。外壁塗装工事の方法を当初、既存塗膜の上から塗装をする方法を選

択していましたが、足場をかけて上部階の塗膜状況のテストを行った結

果、その強度が弱い事が分かったため、塗膜を全面剥離した後に塗装を

行う方法に変更したく、その剥離費用として増額したものです。 

次に、中学校施設管理事業の大井西中学校防球ネット増設工事につい

て、大井西中学校グラウンド北西側にあった雑木林が宅地化されたた

め、授業や部活動の際、ボールなどの飛び込み等を防止するため、高さ

１２ｍの防球ネット延長約６０ｍを増設するものです。 

次に、学校教育課の教育指導費、教育支援事業の３８０千円の増額補

正です。歳入の県委託金３８０千円と同額になります。これは、埼玉県

が学習指導要領の趣旨や学校の創意工夫ある道徳教育を推進するため、
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教育長 

 

𠮷野委員 

 

県と学校が連携し道徳教育の研究事業を行うための経費、３８０千円と

なっています。本市では、葦原中学校が委嘱されています。 

次に、３頁、学校給食課の、なの花学校給食センター管理運営事業

７,３０１千円と、あおぞら学校給食センター管理運営事業５,９５６千

円の増額補正につきましては、それぞれ、７,３０１千円と５,９５６千

円の賄材料費を増額するものです。内容といたしましては、これまで食

材価格の物価高騰分、影響分は、保護者に負担を求めずに公費により、

補填をすることとしており、令和５年度は、当初予算において物価高騰

分として５％を上乗せしております。しかしながら、１０月からの後期

において、想定を上回る物価高騰が見込まれることから、更に５％を上

乗せし、合計１０％を補填する必要があることからその額を、それぞれ

補正するものです。 

次に社会教育課の図書館管理運営事業の９,３３６千円の増額になり

ます。これは、上福岡図書館大規模改修工事の実施にあたり、休館中の

利用者へのサービス提供、継続のため、イオンタウンふじみ野に臨時窓

口を開設してまいります。その際にイオンタウンふじみ野に臨時窓口を

設置するための委託費用と、現在使用している、事務室内什器・書類及

び事業実施用備品等を上福岡図書館から仮置き場（現大井図書館）やイ

オンタウン臨時窓口へ運搬する費用の費用９,３３６千円となります。 

最後に社会教育課の土資料館管理運営事業の３７,０７０千円の増額

補正になります。内容としては、現在、市内に２館ある、上福岡歴史民

俗資料館と大井郷土資料館で別々に歴史・民俗、文化等を紹介しており

ましたが、一体的に市の歴史、文化を紹介し学習や体験、利用できる場

として、大井郷土資料館を大規模改修、整備していくための設計費用と

して３７,０７０千円を計上するものです。 

なお、本補正予算の採決は議会最終日に行われる予定でございます。

説明は以上です。よろしくお願いします。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様から御質問がございましたら

お願いします。 

参考までにお聞きしたいのですが、歳入のところで川越市から大井西

中学校で受け入れている生徒は令和５年度で何名でしょうか。 
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現在１５名を受け入れております。 

大井西中学校については川越市、今年はいませんが三芳町、両市町か

ら受け入れを行っています。富士見市からは、大井小学校と大井中学校

で受け入れを行っているのですが、こちらについては当市の苗間地区の

一部の子供達を富士見市の勝瀬小、勝瀬中に受け入れていただいてお

り、その人数がほぼ同数であることからお互いに工事費に係る負担金は

取らないという形で進んできています。 

ほかに御質問はございますか。 

（なし） 

御質問がないようですので、報告の内容のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、報告の内容のとおり承認することに決定いたしました。 

 

〇報告事項（件数番号８） 

件数番号８、報告事項「専決処理に関する報告について（ふじみ野市

立上福岡図書館大規模改修工事請負契約の締結について）」を、社会教

育課長から報告をお願いします。 

専決処理をさせていただきました、ふじみ野市立上福岡図書館大規模

改修工事請負契約の締結について報告させていただきます。 

報告事項を１枚めくっていただき、議会の議決を経るべき議案をご覧

ください。 

上福岡図書館大規模改修工事につきましては、令和５年第２回ふじみ

野市議会定例会で令和７年度までの３年間の継続費を設定し、１,４２

７,８１７千円で予算議決をいただいております。 

もう１枚めくっていただきまして、資料をご覧ください。８月３日に

一般競争入札をした結果、４社が参加され、1 社が辞退し、３社が同額

であったため、くじ引きの結果、株式会社中原工業が１,２１６,４２４

千円で落札者として決定し、８月１７日に仮契約を締結させていただき

ました。 

この工事契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分
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教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に関する条例第２条に規定する「議会の議決に付すべき契約」に該当

し、議会の議決を経るべき議案として決定するため、ふじみ野市教育委

員会教育長に対する事務委任規則第２条第１０項に基づき教育長による

専決処理をしたので報告するものです。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様から御質問がございましたら

お願いします。 

（なし） 

御質問がないようですので、報告の内容のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、報告の内容のとおり承認することに決定いたしました。 

 

〇報告事項（件数番号９） 

件数番号９、報告事項「専決処理に関する報告について（ふじみ野市

立鶴ヶ丘小学校校舎大規模改造工事請負変更契約の締結について）」

を、教育総務課長から報告をお願いします。 

件数番号９「ふじみ野市立鶴ヶ丘小学校校舎大規模改造工事請負変更

契約の締結について」、御説明いたします。 

資料を１頁めくっていただき、左上に「第７５号議案」とある資料を

御覧ください。これは、８月２８日に開会予定の市議会第３回定例会に

提出する議案の写しでございます。 

変更前の契約金額は４８５,５８４千円ですが、これを１５,４４５,

８７０円増額して５０１,０２９,８７０円にしたいという議案です。 

主な変更内容は、次の頁を御覧ください。 

変更対象については、「工事請負費」、主な変更内容につきまして

は、労務単価や建設資材の価格上昇に伴うもので、ふじみ野市建設工事

請負契約約款第２６条第６項インフレスライドに基づく変更契約となり

ます。なお、変更の仮契約は８月１６日に締結しております。 

本日、この教育委員会会議において御可決いただけましたら、市議会

定例会に提出いたし、市議会において御可決いただいた後に、変更契約
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を締結するものとなります。説明は以上です。 

よろしくお願いいたします。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様から御質問がございましたら

お願いします。 

（なし） 

御質問がないようですので、報告の内容のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、報告の内容のとおり承認することに決定いたしました。 

 

〇報告事項（件数番号１０） 

件数番号１０、報告事項「専決処分の報告について（損害賠償の額を

定めることについて）」を、教育総務課長から報告をお願いします。 

 件数番号１０、専決処分の報告について御説明いたします。 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、令和５年８月４日に専

決処分を行ったので、来る令和５年８月２８日開会予定の令和５年第３

回議会定例会にて報告するものです。 

資料の専決処分書を御覧ください。損害賠償額は１のとおり、２２

８,９１０円です。賠償の相手方は２に記したとおりです。３の事故の

概要ですが、令和５年６月４日（日）午前１０時頃、子どもの少年野球

の送迎のため、西原小学校敷地内に駐車していた相手方車両のボンネッ

トに樹木の枝が落下し損傷させたものです。 

これは、前々日の６月１日(木)の夜半、１１時頃から３日(土)の午前

１０時頃にかけて「令和５年台風第２号」が通過し、その風雨の影響が

考えられます。台風第２号では、さいたま市、朝霞市、志木市和光市な

どでは、土砂災害警戒情報が発表され、近隣の所沢市では、台風通過の

約３２時間で総降雨量が２２０ｍｍの豪雨となっておりました。 

これら、台風通過時の豪雨や強風の影響により、樹木の枝が折れ、引

っかかっていた枝が、晴天の４日(日)に落下したことが考えられます。 

賠償の相手方とは 令和５年８月４日に既に示談が成立し、市が加入し

ている全国市長会学校損害賠償補償保険から保険金が令和５年８月１６
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日に修理業者に支払われております。 

 ただ今の報告事項について、委員の皆様から御質問がございましたら

お願いします。 

 （なし） 

 御質問がないようですので、報告の内容のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、報告の内容のとおり承認することに決定いたしました。 

 

〇報告事項（件数番号１１） 

件数番号１１、報告事項「第１回ふじみ野市教育振興計画策定委員会

の会議概要について」を、教育総務課長から報告をお願いします。 

件数番号１１、第１回ふじみ野市教育振興計画策定委員会の会議概要

について、ご説明いたします。 

資料の１１-１「次第」と１１-２の「委員名簿」を御覧ください。 

第１回策定委員会は、令和５年７月１３日（木）午後３時から、市役

所本庁舎３階 Ａ３０１会議室にて開催しました。 

委員１１人のうち９人が出席し、傍聴者はありませんでした。 

会議に先立ち、教育長から委嘱状及び任命書の交付が行われ、開会、

教育長挨拶に続き、教育長より１１-３教育振興基本計画策定に向けた

視点、理念等が示されました。１１-３「２２世紀を生きる子供たちの

生きる力を育むとなっております。 

委員紹介の後、委員長・副委員長の選任を行いました。委員長には、

文京大学木村浩則委員が、副委員長には校長会から榎本崇委員が選出さ

れ、これ以降は木村委員長の進行により議事が進められました。 

まず、議事１「第３期ふじみ野市教育振興基本計画策定にあたって」

１１-４を議題とし、計画策定の背景・趣旨、位置づけ及び範囲、策定

体制、進捗管理、策定スケジュールについて事務局から御説明しまし

た。 

１頁の計画策定の背景ですが、本市では、令和２年２月に令和２年度

から令和６年度までの５年間を計画期間とした「第２期ふじみ野市教育
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振興基本計画」を策定し、計画に定める７つの施策を実行するための主

な取り組みについて目標値を掲げ、毎年度実績の検証・検討を加えるた

めに、「ふじみ野市教育振興基本計画アクションプラン」を策定し、各

教育事業の推進を図ってきました。本計画が令和６年度末をもって期間

満了を迎えることに伴い、令和７年度を初年度とした第３期ふじみ野市

教育振興基本計画を策定するため、策定委員会の御意見等を賜りながら

令和５年度６年度の２か年をかけて策定することをご説明しました。 

２頁の位置付づけ及び範囲について、本計画は、教育基本法第１７条

第２項に基づき策定し、本市のふじみ野市最上位計画である「ふじみ野

市将来構想 from２０１８to２０３０」の教育分野の計画として位置づ

け、かつ、教育に関連する市の個別計画と連携し、計画の範囲は学校教

育、社会教育、家庭教育への支援、生涯学習、文化・芸術、スポーツ、

文化財など教育施策全般とします。計画の期間は、「ふじみ野市将来構

想 from２０１８to２０３０」及び関連する個別計画との整合性を図る

ため、令和７年度から令和１２年度までの６年間としておりましたが、

国・県の計画期間も考慮し策定委員会での意見も踏まえ決定して行く事

を御説明しました。 

３頁の計画の策定体制ですが、本計画は、教育振興計画策定委員会を

中心に、計画の内容について、協議、検討を行うとともに、ふじみ野市

教育振興計画庁内チームにおいて、計画案作成のための調査、研究、資

料作成等を行う旨の説明を行いました。 

資料の１１-５、第３期ふじみ野市教育振興基本計画の策定スケジュ

ールについては、策定委員会は、全８回と予備日１回の全９回を予定し

ていること、令和５年度には、５回程度の会議を予定しており、現状把

握、資料取集等、現状の整理・分析を行い、また、市民アンケートの日

程として、８月に実施し、９月に集計を行う旨のスケジュールの説明を

行いました。 

議事１につきましては、委員から会議日程について、日中の時間帯の

会議だけではなく、半分程度、夕方に開催していただきたい旨の要望を

頂きました。委員の意向を受け、再度、委員長と開催日の日程調整を行

いまして、第２回会議を１０月３日（火）午後６時３０分から、開催す
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ることとし、会議の半分程度を夕方開催としたところでございます。 

また、教育長から研修会の開催についての提案説明があり、会議の他

に研修会を実施する旨を報告しました。現在１０月上中旬の土曜の日付

で調整をしているところです。 

その他確認等の御質問は無く了承されました。 

次に、議事２「国・県及びふじみ野市の教育について」、資料１１-

６を議題とし、令和５年６月１６日に閣議決定された第４期となる新た

な国の教育振興基本計画の概要を説明しました。今後の教育施策に関す

る基本的な方針が５項目設定され、今後５年間の教育政策の目標と基本

施策として１６の目標が掲げられております。なお、埼玉県ではこの国

の計画を受け、今年度第４期埼玉県教育振興基本計画の策定を行ってい

るところです。市としても、国の動向を見据えながら、第３期ふじみ野

市教育振興基本計画の策定業務を進めていく事を説明しています。 

議事２につきましては、委員から国の計画について、政府が策定し国

会に報告する流れとなっており、国会で審議のうえ承認されたものでは

ないので、国の計画と記載すると紛らわしいのでは。との指摘を頂きま

した。  

次に、資料１１-８、議案３「アンケート内容について」、事務局か

らご説明しました。ふじみ野市の教育に関する現状・課題等を把握する

ため、教育に関するアンケートを実施しています。対象は、１８歳以上

の無作為抽出の一般市民１０００人、小学５年生・中学２年生全員とそ

の保護者、小中学校教職員等約５００人を対象としてアンケートを実施

しております。実施期間は、７月下旬から市民は８月末程度としていま

す。アンケート内容ついて、第２期時点との主な変更点としては、一般

市民の対象年齢を２０歳から１８歳に引き下げております。また、小学

５年生・中学２年生については、1 クラスの抽出から、電子でのアンケ

ート対応が可能ということから学年全員としております。また、その保

護者、小中学校教職員等約５００人も含め、書面での実施から、電子に

よるアンケートを中心に変更しています。 会議では、アンケートにつ

いては、詳細な内容、意見に渡るので、会議終了後、７/１９（水）ま

でにご意見を頂く事といたしました。 
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最後に委員会の会議録となっておりますのでご確認ください。以上で

ございます。よろしくお願いいたします。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様から御質問がございましたら

お願いします。 

会議の他に研修を行っていくと説明がありましたが、たとえばどちら

かに視察に行く、もしくは先進的な取り組みの事例の発表等でしょう

か。 

これからの教育の在り方ということで、講師をお呼びしてこれからの

教育の方向性、あるいは学校教育、社会教育等も含めての方向性を高い

見識の方をお呼びして委員の皆様、それからせっかくですからそれぞれ

の学校の職員、ここにおられる委員の皆様にお声かけをさせていただい

てお互いに研修の場を持たせていただきたいなと思っております。 

研修会の日程については、１０月の上旬を検討しているところです。 

大変結構な取り組みかと思います。策定委員の皆様にはご負担をお掛

けいたしますが、有意義な研修としていただきたいと思います。また、

我々も是非参加していきたいと思います。 

ほかに御質問はございますか。 

（なし） 

御質問がないようですので、報告の内容のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、報告の内容のとおり承認することに決定いたしました。 

  

〇報告事項（件数番号１２） 

件数番号１２、報告事項「公共施設の安全点検結果について」を、教

育総務課長から報告をお願いします。 

 件数番号１２、公共施設の安全点検結果について御報告いたします。 

本市では、平成１８年７月３１日に起きた、プール事故を風化させない

とともに、公共施設の安全安心を図るため、毎年７月２５日から７月３

１日までの 1 週間を公共施設安全点検週間として、施設の一斉点検を実

施しています。 
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教育長 

 

冨田職務代理 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

教育長 

西山委員 

この度、今年度の教育委員会の点検結果がまとまりましたので御報告

します。 

お手元の資料、右上に「件数番号１２」と書いてあります「公共施設

の安全点検結果について」を御覧ください。点検する施設は、種類・用

途ごとにⅠ類からⅢ類までに分類されています。Ⅰ類は、学校給食セン

ター、図書館、西公民館、資料館などの１２施設、Ⅱ類は、小・中学校

１９施設、Ⅲ類は、東台金山公園展示施設と権現山古墳群史跡の森の２

施設となっています。 

次に「２の点検方法」についてご説明します。施設点検表の項目に基

づき、施設の外部や内部、各設備・備品等のそれぞれの点検項目につい

て、破損、腐食、緩みがないかなど、目視や触診等により点検します。

不適箇所については、危険度をＡとＢの２区分で判定します。Ａは、危

険なため使用中止とするもの、Ｂは、概ね１年以内に是正が必要で、1

年以内に修繕しないと施設使用に著しい支障をきたす。と判断されるも

のとなっています。 

３の点検結果を御覧ください。点検結果としては、今年度は、各施設

において、Ａ評価・Ｂ評価に該当するものはありませんでした。 

説明は以上です。 

よろしくお願いいたします。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様から御質問がございましたら

お願いします。 

 Ⅲ類の権現山古墳群史跡の森につきまして以前からナラ枯れの心配が

指摘されていましたが、今はその心配はひと段落したという認識でしょ

うか。 

 こちらのナラ枯れにつきましては昨年度、今年度にかけてナラ等を伐

採する予定です。今年度、残された３２本につきまして、冬季に虫が飛

び散らない時期に伐採をして対処する計画です。それが済めばかなりさ

っぱりとした形にはなりますが、当時の古墳の状況は確認できるような

状況になると思っています。 

 ほかに御質問はございますか。 

 こういった施設につきましては日ごろより安全点検が行われていると
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教育総務課長 

 

西山委員 

 

教育総務課長 

教育長 

𠮷野委員 

 

教育総務課長 

教育長 

各委員 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

 

 

 

学校給食課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

思いますが、改めて安全点検をするということですが、普段の点検とは

違うような形で点検をされているのでしょうか。 

 普段も同様に危険を把握する日常点検を行っていますが、この期間

は、より慎重に点検表に基づいて、点検をする形をとっています。 

 日ごろから点検されている方が再度、その表に従って点検されている

ということでしょうか。 

 そのとおりです。 

 ほかに御質問はございますか。 

 Ⅱ類の小中校の施設点検ですが、例えば校庭等の遊具も施設として点

検されているのでしょうか。 

 遊具も含めて点検しております。 

 ほかに御質問はございますか。 

（なし） 

御質問がないようですので、報告の内容のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、報告の内容のとおり承認することに決定いたしました。 

 

〇報告事項（件数番号１３） 

件数番号１３、報告事項「なの花学校給食センター整備運営事業モニ

タリング結果の公表について」を、学校給食課長から報告をお願いしま

す。 

 それでは、件数番号１３「報告事項 なの花学校給食センター整備事

業モニタリング結果の公表について」御報告いたします。 

 なの花学校給食センターは、建物の設計から建築、そして建物完成後

の維持管理や給食提供、配送業務といった運営業務について民間活力を

生かし、１５年間のＰＦＩ事業で実施しています。  

評価項目は４４項目、評価区分は下の方に解説がありますように１～

５の５段階です。仕様書にあたります「要求水準書」を満たしていれば

３、それ以上のパフォーマンスがあれば４又は５、標準以下であれば２

又は１となっています。これらの評価に対し、３以外のものにつきまし
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て、上から順にご説明申し上げます。 

まず、「維持管理業務 外構維持管理業務」におきましては、障がい

者用駐車場の区画の色について、「埼玉県福祉のまちづくり条約」にお

ける整備基準で分かりやすい表示特に青色が望ましいとされていたた

め、それに合うように青色の塗装を実施していただきましたので、評価

を４としました。 

同じく「維持管理業務 環境衛生・清掃業務」では、センターの荷受

けプラットホームに幾度となく鳥が飛来し、糞尿等により衛生環境が悪

化する恐れがあったため、都度、職員等で巣を作らせないように対応し

ていたところ、抜本的対策として侵入防止ネットを設置していただきま

したので、評価を４としました。 

続きまして、「運営業務 配食」では、令和４年９月８日の配食にお

きまして、西小学校２年２組に届けた「胡瓜とコーンのサラダ」の食缶

の中身が空だったということから、評価を２としました。これにつきま

しては、学校よりセンターに連絡が入った後、早急に代替をお届けし、

結果的には喫食できております。原因は、配缶作業途中で担当者が確認

表の読み上げ誤りに気付き、配缶作業を一時中断。既に配缶を終えた食

缶の再計量を行いました。該当のクラスは作業を中断した切れ目のクラ

スで、再計量後、無意識に空のまま蓋をしてしまったことによるもので

す。また、一緒に作業をしている者も気付けず、さらに進行管理してい

る者も目を離していた等、無意識や不注意が重なり発生したものという

報告でございました。 

その下「運営業務 従事者の行為に対する責任」につきましては、令

和４年１２月８日の配送時、配送担当者が、牛乳の納品伝票の受け渡し

に使う封筒タイプの業務用連絡袋を紛失したということから、評価を２

としました。これは、駒西小学校で回収した連絡袋をトラックの荷台に

置いてしまい、そのまま走行。走行中に荷台から飛んでしまい、それに

気付かず紛失となりました。その三日後に、走行経路だったさぎの森小

学校の通学路に落ちているところを児童が拾い学校に届け、結果的に学

校から納品伝票及び連絡袋共に回収できたという報告でございます。な

お、連絡袋や納品伝票に個人情報はございません。 
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各委員 

教育長 

 

 

 

 

 

 

次に「運営業務 食育等実施支援」でございますが、令和４年１１月

に福岡小学校 2 年生の「まちたんけん」の授業の案内支援、令和５年１

月にさぎの森小学校の２年生のセンター見学の案内支援を２回実施しま

したので、評価を４としました。 

最後に、「市との密な連携」になりますが、令和４年９月に女子栄養

大学実習生の受け入れ、また１１月１３日には、市の総合防災訓練に参

加していただきましたので、評価を４としました。 

総合評価につきましては、４４項目の評価点合計は１３４点、１項目

あたり平均３．０５となりましたので総合評価は３と致しました。 

モニタリング結果の御報告は以上となります。よろしくお願い致しま

す。 

 ただ今の報告事項について、委員の皆様から御質問がございましたら

お願いします。 

 今後、市との密な連携のところで女子栄養大学の実習生の受け入れに

ついては結構なことかと思いますが、その期間中に空の食缶を配食とい

う事案が起こっているということで、直接の関連性はないと思うのです

が、普段と違うルーティーンを行っている中でチェック体制がおろそか

になってしまうということも考えられますので、受け入れは結構だと思

いますが、より慎重にご配慮いただければと思います。 

 ほかに御質問はございますか。 

（なし） 

御質問がないようですので、報告の内容のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、報告の内容のとおり承認することに決定いたしました。 

 以上で、公開とする議案及び報告事項の審議を終了いたします。 

 休憩します。 

それでは、ここからは非公開となりますので、関係職員以外は退席を

お願いします。 

 

非公開 
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○非公開の解除 

ここで非公開を解除し、改めて件数番号４第２４号議案「ふじみ野市

教職員人事について」、原案のとおり決定いたしましたことを御報告い

たします。 

 

〇各課からの報告 

次に、ここで各課から別件で報告をしておくべき事項がありましたら

お願いします。 

（各課長：報告） 

 

〇次回の日程等 

続いて、次回の定例教育委員会会議についてです。 

次回は、令和５年９月２６日(火）午後６時３０分から、会場は第２

庁舎３階Ｂ３０１会議室を予定しております。 

なお、傍聴人の数ですが、５名までとさせていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、次回教育委員会会議の傍聴人は、先着順に５名を限度とし

ます。 

 

〇閉会の宣告 

以上で、令和５年第８回定例教育委員会会議を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

（午後７時４５分）  
 


